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定
と
責
任
の
所
在
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
同
法
案
の
適
否
に
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
理
解
を
欠
い
て
い
る
と
み
ら

れ
る
部
分
も
あ
る
の
で
、
以
下
再
質
問
す
る
。
ま
た
、
同
法
案
が
死
刑
を
最
高
刑
と
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
死
刑
を
め
ぐ
る

最
近
の
状
況
に
つ
い
て
も
質
問
す
る
。 

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
案
の
上
程
に
当
た
り
、
三
月
十
二
日
提
出
の
「
日
本
共
産

党
幹
部
宅
盗
聴
事
件
の
事
実
認
定
と
責
任
所
在
な
ど
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
以
下
、
「
前
回
質
問
主
意
書
」
と
す
る
）
に 

対
す
る
三
月
二
十
七
日
付
答
弁
書
（
以
下
、
「
答
弁
書
」
と
す
る
）
に
は
、
一
部
不
十
分
な
答
弁
が
あ
り
、
同
事
件
の
事
実
認 

一 

共
産
党
幹
部
宅
盗
聴
事
件
の
事
実
認
定 

（
1
） 

答
弁
書
「
一
の
（
4
）
に
つ
い
て
」
に
は
「
被
疑
者
両
名
は
個
人
的
利
欲
に
基
づ
い
て
本
件
を
犯
し
た
も
の
で
は

な
い
」
と
あ
る
が
、
被
疑
者
両
名
は
単
に
上
官
の
命
令
に
従
っ
た
だ
け
だ
っ
た
の
か
。
被
疑
者
両
名
に
、
命
令
を
忠

実
、
確
実
に
実
行
す
る
こ
と
で
、
将
来
の
昇
進
な
ど
が
有
利
に
取
り
計
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
「
利
欲
」
が
全
く

な
か
っ
た
と
判
断
し
た
の
は
、
ど
う
い
う
証
拠
に
基
づ
く
の
か
。
最
近
で
は
、
前
大
蔵
省
金
融
検
査
官
室
長
ら
の
接

待
汚
職
事
件
で
、
検
察
官
が
冒
頭
陳
述
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
組
織
の
一
担
当
者
が
違
法
行
為
（
こ
の
事
件
の 

日
本
共
産
党
幹
部
宅
盗
聴
事
件
の
事
実
認
定
と
責
任
所
在
な
ど
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書 

三 

 



 

（
4
） 

答
弁
書
「
一
の
（
5
）
に
つ
い
て
」
に
は
「
警
察
の
自
浄
作
用
に
よ
り
、
同
種
事
犯
の
再
発
防
止
が
十
分
期
待
で

き
る
」
と
あ
る
が
、
「
警
察
の
自
浄
作
用
」
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
過
去
の
ど
の
よ
う
な
事
例
で
示
さ
れ
た
も
の
が 

（
3
） 

答
弁
書
「
一
の
（
4
）
に
つ
い
て
」
に
は
「
警
察
に
お
い
て
、
本
件
に
つ
き
深
く
遺
憾
の
意
を
表
す
る
と
と
も 

 
 

 

に
、
か
か
る
事
態
の
再
発
防
止
に
努
め
る
こ
と
を
誓
約
す
る
な
ど
し
て
お
り
」
と
あ
る
が
、
い
っ
た
い
誰
が
ど
の
時

点
で
、
誰
に
対
し
て
再
発
防
止
に
努
め
る
こ
と
を
誓
約
し
た
の
か
。
ま
た
、
警
察
は
検
察
官
に
「
再
発
防
止
に
努
め

ま
す
」
と
口
頭
で
伝
え
た
の
か
、
そ
れ
と
も
誓
約
の
書
面
を
記
し
た
の
か
。
組
織
的
に
再
発
防
止
の
た
め
の
具
体
的

な
施
策
を
提
示
し
た
か
。 

（
2
） 
答
弁
書
「
一
の
（
4
）
に
つ
い
て
」
に
は
「
被
疑
者
両
名
が
本
件
の
首
謀
者
な
い
し
責
任
者
的
立
場
に
あ
る
と
は

認
め
難
い
」
と
あ
る
が
、
共
産
党
幹
部
宅
盗
聴
事
件
の
「
首
謀
者
」
や
「
責
任
者
的
立
場
に
あ
る
」
人
物
は
誰
か
。 

う
な
証
拠
に
基
づ
く
の
か
。 

あ
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
「
再
発
防
止
が
十
分
期
待
で
き
る
」
と
考
え
た
根
拠
は
何
か
。
ど
の
よ 

場
合
は
贈
賄
）
に
及
ぶ
ケ
ー
ス
で
の
「
利
欲
」
は
、
自
己
の
「
出
世
」
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
承
知
し
て
い
る 

が
、
警
察
官
に
よ
る
盗
聴
事
件
の
場
合
、
何
が
動
機
と
な
っ
て
い
る
の
か
。
「
利
欲
」
は
あ
り
得
な
い
の
か
。 

四 

 



 

三 

令
状
請
求
手
続
き 

二 

責
任
の
所
在 

（
1
） 

答
弁
書
「
三
の
（
3
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
令
状
請
求
、
発
付
に
違
法
が
あ
る
と
し
て
、
不
服
申
し
立
て
を

受
け
た
裁
判
所
は
令
状
請
求
時
の
資
料
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
裁
判
所
の
取
り
調
べ
に
提
出
さ
れ
る

資
料
が
令
状
請
求
時
の
資
料
と
同
一
か
ど
う
か
は
、
ど
の
よ
う
な
証
拠
で
立
証
さ
れ
る
の
か
。
捜
査
機
関
の
公
正
を

担
保
す
る
た
め
、
仮
に
令
状
を
請
求
し
た
際
の
資
料
に
誤
り
が
あ
っ
た
場
合
な
ど
に
担
当
者
が
そ
れ
を
恣
意
的
に
修 

（
2
） 

答
弁
書
「
二
の
（
4
）
に
つ
い
て
」
で
は
「
我
が
国
の
行
政
機
関
に
お
い
て
は
、
違
法
な
傍
受
は
行
わ
れ
て
い
な

い
」
と
断
言
し
て
い
る
が
、
根
拠
は
何
か
。
具
体
的
に
職
員
に
ど
の
よ
う
な
指
導
、
研
修
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、

そ
の
全
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

（
1
） 

答
弁
書
「
二
の
（
3
）
に
つ
い
て
」
に
は
「
警
察
に
お
い
て
は
、
国
民
の
信
頼
を
裏
切
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
適

正
な
職
務
執
行
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
違
法
な
傍
受
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
確
信
し
て
い
る
」
と
あ

る
が
、
確
信
し
た
根
拠
は
何
か
。
事
件
後
、
警
察
組
織
内
で
、
違
法
な
通
信
傍
受
を
し
な
い
と
明
確
な
内
規
な
ど
が

作
成
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
作
成
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
述
べ
ら
れ
た
い
。 

五 

 



 

四 

死
刑
の
執
行 

死
刑
廃
止
条
約
の
批
准
を
求
め
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
に
よ
る
と
、
法
務
省
刑
事
局
は
五
月
の
連
休
明
け
に
死
刑
を
執
行
す
る
方

針
を
固
め
、
法
務
大
臣
の
決
裁
を
仰
ご
う
と
し
て
い
る
と
い
う
が
、
事
実
か
。
一
方
で
、
新
た
に
死
刑
を
盛
り
込
ん
だ
戦
後

二
例
目
の
法
案
が
国
会
に
上
程
さ
れ
、
審
議
さ
れ
た
場
合
に
は
死
刑
の
是
非
、
執
行
方
法
の
適
法
性
、
死
刑
に
関
す
る
情
報

公
開
の
適
否
、
死
刑
確
定
者
の
処
遇
な
ど
に
つ
い
て
も
論
議
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
過

去
数
年
の
よ
う
に
国
会
会
期
外
の
金
曜
日
で
は
な
く
、
会
期
中
の
ほ
か
の
曜
日
に
執
行
を
予
定
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、 

（
2
） 
答
弁
書
「
三
の
（
4
）
に
つ
い
て
」
に
は
「
取
り
下
げ
」
の
件
数
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
一
九
九
六
年
に
令
状

請
求
を
取
り
下
げ
た
二
千
二
百
八
十
三
件
（
逮
捕
状
三
百
六
十
七
件
、
差
押
・
捜
索
許
可
状
又
は
検
証
許
可
状
千
九

百
十
六
件
）
の
理
由
は
何
か
。
裁
判
官
か
ら
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
取
り
下
げ
た
の
か
、
あ
る
い
は
請
求
後
に
誤
り
が

発
見
さ
れ
る
な
ど
し
た
の
か
。
事
件
の
内
容
に
踏
み
込
む
必
要
は
な
く
、
概
括
的
に
そ
れ
ぞ
れ
件
数
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。 

正
す
る
な
ど
し
な
い
よ
う
に
、
部
内
で
請
求
時
の
資
料
は
請
求
者
以
外
の
係
官
が
保
管
す
る
な
ど
の
措
置
が
当
然
取

ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

六 

 



 

 

七 

ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


